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令和８年度
一　宮　町

学童保育わんぱくクラブのご案内
（令和８年４月～令和９年３月入所分）
利用に関する手続き方法を掲載しています。必ず全ての項目をお読みいただいた上で必要な手続きをおこなってください。
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【一宮学童保育わんぱくクラブ】　　　　　　　　☎４２－４２６２
【東浪見学童保育わんぱくクラブ】　　　　　　　　☎４２－１７３０


学童保育わんぱくクラブは、就労などにより保護者が昼間家庭にいない児童を対象に、放課後や長期休業期間に適切な遊びや生活の場を提供します。
　（学童保育の運営は、町が委託をしている㈱アンフィニが行っております。）

１．対象児童　
一宮町内の小学校に就学している児童で、保護者の状況が次のいずれかに該当する場合
（同居・同一敷地内の親族も同様です）

（１）就労
（２）妊娠・出産：妊娠中又は出産後間がない（利用期間：出産前後８週）
　　　※育児休業中は利用できません。年度中に育児休業が終了し復職する場合はお申込みください。

（３）疾病・障害：疾病・障害がある
（４）介護・看護：親族の介護・看護をしている
（５）就学等：大学・専門学校・訓練学校等に通っている

（６）町が認める上記に類する場合（利用期間：状況による）

２．申込手続　
（１）申込期間　　令和7年１１月４日（火）～１１月１７日（月）
　　
○通年利用　(月～金、月～土)　※一時利用との併用はできません。
一時利用　(別紙詳細）　　　 ※通年利用との併用はできません。
○長期利用（学年始め、夏季、冬季、学年末）
※入所の可否は申込順ではありません。申請書類に基づき、保育の必要性の高い世　帯から入所児童を決定します。
この期間を過ぎた場合は、期限内に申請された方の入所決定後に審査します。
（２）申込場所
　　　①子育て支援課（役場庁舎２階）：平日、午前８時３０分～午後５時００分

　　　②各学童保育わんぱくクラブ：開所時間内

　　　③郵送：当日消印有効（事前にご連絡ください。）
（３）利用決定について
・通年利用・一時利用　　　令和８年1月頃に通知します。

　　　・長期利用　　　　　　　　令和８年２月頃に通知します。
（４）利用決定通知と同時に傷害保険に加入します。利用取り止めをする場合、必ず
3月15日までに手続きをしてください。過ぎますと傷害保険料（年間）の返金は出来ません。
（５）入所後に仕事を辞めた場合は、当月末で利用取消（退所）となります。
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（５）必要書類等
◎印の書類は一宮町ホームページ（一宮町HP⇒子育て・教育・文化⇒学童保育わんぱくクラブ）からもダウンロードできます。

	　　　　　　　現在の保育が困難な状況

保育が困難なことを

証明する書類
	勤務している
	勤務内定
	出産予定
	病気・障害
	介護・看護
	就学中

	
	外勤
	自営・内職
	
	
	
	
	

	
	
	
	勤務開始後「就労証明書」を提出
	申込時に出産予定のある方
	
	
	

	
	（復帰予定の育児休業中も含む）
	
	
	
	
	
	

	◎放課後児童健全育成事業利用申込書
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	◎学童保育わんぱくクラブ利用申込に係る同意・確認書
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	◎就労（内定）証明書

代表者以外は就労状況がわかるもの等
開業したばかりの方は事業開始届
	●
	●
	●
	
	
	
	

	◎申立書
	
	
	
	●
	●
	●
	●

	　母子手帳の写し
	
	
	
	●
	
	
	

	　診断書、障害者手帳等の写し
	
	
	
	
	●
	
	

	　（いずれか１つ）

　介護・看護を受ける方の診断書、

　障害者手帳の写し、

　介護保険認定結果通知の写し
	
	
	
	
	
	●
	

	在学証明書または入学許可書の写し
	
	
	
	
	
	
	●


〇６５歳未満の同居家族も就労証明書等の書類が必要です。
〇自営業・農業の方・・・事業の代表者はこちらで申告等の確認をします。協力者等は就労状況がわかるもの（事業専従者であることがわかるもの・源泉徴収票、給与明細書など）を添付してください。起業したばかりの場合は事業開始届等の写しを添付してください。
〇きょうだい同時に申し込みをする場合、就労証明書等（就労証明書、申立書）は１部で構いません。
〇きょうだいが町内保育施設の申込み、または利用中で家庭状況調査時に就労証明書等を提出した場合は、添付を省略できます。

〇きょうだい同時利用、非課税世帯、ひとり親家庭（児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費等助成を受給している世帯）、アレルギー等によるおやつ代の免除は「利用料減免・免除申請書」を提出してください。
〇上記の書類の他に「送迎代理人届」等、必要な場合があります。
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３．利用料金

	月
	利用区分
	口座
振替日

	
	通年

月～金曜日
	通年

月～土曜日
	長期休業のみ
	

	通常月
	  7,500円
	10,500円
	
	当月末

	４月
	  8,000円
	10,000円
	3,000円
	当月末

	７月
	  11,000円
	13,000円
	21,000円
（7月末振替）
	当月末

	８月
	  15,000円
	15,000円
	
	当月末

	１２月
	  7,250円
	 9,250円
	 4,500円
（12月25日振替）
	12月25日　　

	１月
	  7,250円
	 9,250円
	
	当月末

	３月
	  8,750円
	10,750円
	3,750円
	当月末


●月額利用料半額
・住民税非課税世帯

・ひとり親世帯（児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費等助成を受給している世帯）

・同時に２人以上利用する世帯の２人目（利用区分が違う場合、利用期間の少ない方が半額）
●月額利用料無料

・生活保護法による被保護世帯

・同時に３人以上利用する世帯の３人目以降

○利用料等は利用日数に関わらず定額です。利用開始月の末日に、ご指定の口座から
振替します。（土・日・祝日に当たる場合は翌営業日）
振替不能の場合、再振替はありません。後日、納付書を発行しますので役場会計課窓口で納めてください。
　取扱金融機関は千葉銀行、房総信用組合、長生農業協同組合、ゆうちょ銀行です。
　利用決定後、口座振替手続きをしていただきます。

○月途中の入退所や届け出なく利用しなかった場合においても、当該月の利用料は

全納付になります。（※おやつ代も同様）
利用決定通知後に取りやめ、利用休止、内容変更する場合は前月15日（15日が土日
祝日の場合は翌日開庁日）までに「利用変更届」を提出してください。
　※利用変更、利用休止は２回までです。
○おやつ代、年間傷害保険料は町が委託している学童運営会社の㈱アンフィニが徴収します。詳細は決定後にお知らせします。
　
　3
４．学童について
〇一宮学童保育わんぱくクラブ（一宮小学校内）　　　一宮町一宮３３５１
〇東浪見学童保育わんぱくクラブ（東浪見小学校内）　一宮町東浪見１５１６－２
※原則、土曜日は東浪見学童保育わんぱくクラブにて合同保育となります。
直接、東浪見学童保育わんぱくクラブに送迎してください。
　　お盆期間中（8月13日～8月15日）も同様です。

５．開所時間　
○月～金曜日（授業日）　　 　放課後～午後６時３０分

○土曜日及び長期休業日　　　 午前７時３０分～午後６時３０分
（運動会・授業参観等による振替休業日も同様） 
※新1年生は、４月1日から利用できます。　   

６．休 所 日　
○日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日）
○災害時や、事前の出欠確認により利用者がいない場合など、臨時に休所する場合があります。

７．開所の基準　

①学校行事による振替日　　　　　⇒　開所します
　②教職員の研修などによる早帰り　⇒　開所します

　③運動会（土曜日）が中止になった場合　⇒　開所します

　④感染症（インフルエンザ）等　　

　　　　　　・学校閉鎖の場合　　⇒　開所しません
　　　　　・学年閉鎖の場合　　⇒　開所します
　　　　　　　　　　　　　　　　（閉鎖になった学年の児童は利用できません）
　　　　　・学級閉鎖の場合　　⇒　開所します
　　　　　　　　　　　　　　　　（閉鎖になったクラスの児童は利用できません）

　⑤自然災害による休校の場合（台風、大風など）⇒開所しません
　※④　⑤については、学校から保護者宛のメールや文書を通じて確認されていると
　　想定しています。また、マチコミメールでも情報を発信します。
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８.その他利用について
○持ち物等の詳細、おやつ代、年間傷害保険料については、入所決定後に㈱アンフィニからの入所案内にてお知らせします。
○学童保育利用の際は、必ずマチコミメールの登録をお願いします。緊急のメールや利用に関するメールを送信する場合がありますので、受信したら確認をお願いします。
○住所、電話番号、保護者の勤務先等に変更がありましたら、速やかに届け出てください。事実と異なる虚偽の記載や申立て、又は必要事項を故意に申立てなかった場合等、入所後の調査等で明らかになりますので、厳正に申請するようお願いします。
　〇午後6時30分以降のお迎えが続くと、学童クラブの管理運営に支障が生じてしま

　　います。開所時間内のお迎えにご協力をお願いします。　　　　
○学童保育では薬は預かりません。やむを得ず服用する場合は、病院から処方された薬に限り、自己管理で服用するようお願いします。
○熱性けいれん、てんかん　エピペン所持者は、個別に記入をしていただく書類があります。
○食物アレルギーをお持ちの児童は、おやつ代は徴収せず持参になる場合があります。

○送迎の際、路上駐車はしないでください。

※一宮学童保育わんぱくクラブ利用の方

・小学校近辺の路上駐車、観明寺、千葉銀行の駐車場、月極駐車場には無断駐車しないでください。

（苦情が増えております）

駐車場が離れており、ご不便をおかけしますが皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
9.駐車場について
①　一宮学童保育わんぱくクラブ
　　※振武館下トンネル脇の駐車場を利用してください。小学校の敷地内には駐車できません。また、国道からの進入路は朝7：00～8：30の時間帯は進入禁止となっています。
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②　東浪見学童保育わんぱくクラブ

東浪見小学校体育館南側の駐車スペースをご利用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　体育館
　グラウンド　　プール
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一宮町キャラクター


一宮いっちゃん





【お問合せ先】


一宮町子育て支援課子育て支援係


（役場庁舎２階）受付時間８：３０～１７：００（土日祝・年末年始除く）


〒２９９－４３９６


千葉県長生郡一宮町一宮２４５７


電話：０４７５－４２－１４１５（直通）
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